
 

六次産業化を核とした観光推進特区 

 

 

都道府県名： 静岡県 

 

申請主体名： 御殿場市 

区域の範囲： 御殿場市の全域 

特区の概要： 御殿場市は、富士山と箱根山を背景とし国内有数の観光や

商業施設が立地する観光都市である一方、農業は停滞してお

り、農家世帯数は減少傾向にある。そのため、地域農業のブ

ランド化などにより農作物に付加価値をつけ、儲かる農業を

目指す必要がある。 

富士山の豊かな自然が育んだ良質な米と湧き水を原料と

した濁酒の製造を地域の新たなコンテンツとし、農業者の第

二次産業・第三次産業への参入を支援し、六次産業化の取組

を推進する。また、農業と観光といった新たな異業種連携体

制を構築し、地域産業全体の振興と関係者の所得向上を目指

す。 

適用される規制

の特例措置： 

特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

御殿場市の田園風景 

 

特産物コシヒカリ（稲刈り風景） 
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